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（ 趣 旨）  

第１ 条 こ の心得は、 工事又は製造の請負、 設計、 測量等の委託、 物件の買入れその他の契約の締

結について、 愛知県及び愛知県企業庁（ 以下「 県」 と いう 。 ） が行う 競争入札に参加する者（ 以

下「 入札参加者」 と いう 。 ） が守ら なければなら ない事項を定めるも のと する。  

（ 指名の取消し 等）  

第２ 条 入札参加者は、 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項各号のいずれかに該当する者と なっ

た場合は、 直ちに届け出なければなら ない。  

 ２  入札参加者が前項に該当する者と なっ た場合は、 特別の理由がある場合のほか、 その者に対

し て行っ た指名、 若し く は入札参加資格確認を 取消し 、 又は入札に参加さ せない。  

第３ 条 入札参加者が次の各号のいずれかに該当する者と なっ た場合は、 その者に対し て行っ た指

名、 若し く は入札参加資格確認を 取消し 、 又は入札に参加さ せないこ と がある。 こ れに該当する

者を 代理人、 支配人、 その他の使用人又は入札代理人と し て使用し た場合も 同様と する。  

 ( 1)  契約の履行に当たり 、 故意に工事、 製造その他の役務を 粗雑に行い、 又は物件の品質若し く

は数量に関し て不正な行為を し た者 

 ( 2)  競争入札又はせり 売り において、 その公正な執行を 妨げた者又は公正な価格の成立を 害し 、

若し く は不正な利益を 得るために連合し た者 



 ( 3)  落札者が契約を 締結するこ と 又は契約者が契約を履行するこ と を 妨げた者 

 ( 4)  地方自治法第 234 条の 2 第１ 項の規定による 監督又は検査の実施に当たり 、 職員の職務の執

行を 妨げた者 

 ( 5)  正当な理由がなく て契約を 履行し なかっ た者 

( 6)   契約により 契約の後に代価の額を 確定する 場合において、 当該代価の請求を 故意に虚偽の事実に

基づき 過大な額で行っ た者 

 ( 7)  前各号のいずれかに該当する事実があっ たと 認めら れる と き から ３ 年を 経過し ない者を 契約

の締結又は契約の履行に当たり 代理人、 支配人、 その他の使用人と し て使用し た者 

２  前項各号のいずれかに該当する者について、 当該事実があっ たと 認めら れると き から ３ 年間、

その者を 入札に参加さ せないこ と がある。 こ れに該当する 者を 代理人、 支配人、 その他の使用人

又は入札代理人と し て使用し た場合も 同様と する。  

第４ 条 入札参加者の経営、 資産、 信用状況の変動により 契約の履行がなさ れないおそれがあると

認めら れる事態が発生し たと き 、 又は契約の相手方と し て不適当と 認めら れる事態が発生し たと

き は、 その者に対し て行っ た指名、 若し く は入札参加資格確認を取消し 、 又は入札に参加さ せな

いこ と がある。  

（ 入札保証金）  

第５ 条 入札参加者は、 その見積金額（ 単価による入札にあっ ては、 契約金額に予定数量を 乗じ て

得た額と する。 ） の 100 分の 5 以上の入札保証金を 納付し なければなら ない。 ただし 、 次の各号

のいずれかに該当する場合は、 その全部又は一部の納付を 要し ない。  

 ( 1)  入札参加者が保険会社と の間に県を 被保険者と する入札保証保険契約を 締結し たと き 。  

 ( 2)  指名競争入札にあっ ては指名競争入札通知書（ 以下「 指名通知書」 と いう 。 ） 、 一般競争入

札にあっ ては入札公告又は入札参加資格確認通知書（ 以下「 確認通知書」 と いう 。 ） において、

入札保証金の全部又は一部の納付を要し ないも のと さ れたと き 。  

（ 入札保証金の納付に代わる担保）  

第６ 条 前条の規定による入札保証金の納付は、 次の表に掲げる担保の提供を も っ てこ れに代える

こ と ができ る 。 こ の場合において、 当該担保の価値は、 担保の種類ごと にそれぞれ同表の右欄

に定めると こ ろ による 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 入札保証保険証券の提出）  

第７ 条 入札参加者は、 県を 被保険者と する入札保証保険契約を 締結し て入札保証金の全部又は一

担 保 の 種 類         担 保 の 価 値         

国債及び地方債 額面金額 

政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額（ 発行価格が額面金

額又は登録金額と 異な る と き は、 発行価

格） の 10 分の８ に相当する金額 知事又は庁長が確実と 認める 社債 

銀行に対する定期預金債権 当該債券証書に記載さ れた債権金額 

金融機関が振り 出し 、 又は支払保証を し た小切手 券面金額 



部を 納付し ないこ と と する 場合においては、 当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出し なけ

ればなら ない。  

（ 入札保証金等の納付方法）  

第８ 条 入札保証金は、 県の発行する納付書により 納付し なければなら ない。  

２  出納員（ 流域下水道事業にあっ ては企業出納員） は、 入札保証金の納付があっ たと きには、 納

付証明書を当該納入者に交付する 。  

３  前２ 項の規定は、 入札保証金の納付に代えて有価証券を担保と し て提供する場合について準用

する。  

（ 入札の基本的事項）  

第９ 条 入札参加者は、 県から 指示さ れた設計書、 図面及び仕様書（ 以下「 設計図書」 と いう 。 ）

その他契約締結に必要な条件を検討のう え、 入札し なければなら ない。  

２  設計図書に誤記又は脱落があっ た場合において、 当該誤記又は脱落が設計図書の相互の関係に

より 明白であると きは、 落札者は、 その誤記又は脱落を理由と し て契約の締結を 拒み、 又は契約

金額の増額を 請求するこ と ができ ない。  

３  第１ 項の入札は、 総価により 行わなければなら ない。 ただし 、 指名通知書又は入札公告におい

て単価によるべき こ と を指示し た場合においては、 その指示すると こ ろ による。  

（ 公正な入札の確保）  

第９ 条の２  入札参加者は、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（ 昭和 22 年法律第 5

4 号） 等に抵触する行為を 行っ てはなら ない。  

２  入札参加者は、 入札に当たっ ては、 競争を 制限する目的で他の入札参加者と 入札価格又は入札

意思についていかなる相談も 行わず、 独自に入札価格を定めなければなら ない。  

（ 入 札）  

第 10 条 入札参加者は、 別記様式１ （ 入札書） によ る入札書に必要な事項を 記載し 、 記名のう え、

あら かじ め指名通知書又は入札公告により 示し た日時及び場所において、 県職員の指示により 提

出し なければなら ない。  

２  前項の入札は、 代理人を し て行わせるこ と ができ る。 こ の場合においては、 当該代理人を し て

入札前に委任状を 提出さ せなければなら ない。 ただし 、 あら かじ め期間を定めて委任状を提出し

てある場合は、 こ の限り ではない。  

３  郵便による入札は原則認めない。  

４  前項の規定にかかわら ず、 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を 定める政令

（ 平成７ 年政令第 372 号） の適用を受ける契約に係る入札における入札書の提出は、 入札保証金

の全部の納付を 免除さ れた場合（ 第７ 条によ る 場合にあっ ては、 事前に保証証券を 提出し た者） 、

又は事前に入札保証金を納付し た場合においては、 郵便によっ て行う こ と ができ る。 こ の場合に

おいては、 別記様式１ （ 封筒） を 中封筒と し 、 別記様式３ （ 表封筒） を 表封筒と する二重封筒に

よる書留郵便によ り 、 入札日の前日までに提出するも のと する。  

（ 入札の辞退）  

第 10 条の２  指名を 受けた者は、 入札執行の完了に至るまで、 いつでも 入札を 辞退するこ と ができ



る。  

２  指名を受けた者は、 入札を辞退すると き は、 その旨を 次の各号に掲げる と こ ろ によ り 申し 出る

も のと する。  

 ( 1)  入札執行前にあっ ては、 別記様式２ （ 入札辞退届） によ る入札辞退届を 契約担当者に直接持

参し 、 又は郵送（ 入札日の前日までに到達するも のに限る。 ） し て行う 。  

 ( 2)  入札執行中にあっ ては、 入札辞退届又はその旨を明記し た入札書を 、 入札を 執行する者に直

接提出し て行う 。  

３  入札辞退し た者は、 こ れを理由と し て以後の指名等について不利益な取扱いを 受けるも のでは

ない。  

（ 入札の不参加）  

第 10 条の３  確認通知書により 入札に参加するこ と を 認めら れた者は、 入札執行の完了に至るまで

は、 いつでも 入札に参加し ないこ と ができ る。  

（ 入札書の書換等の禁止）  

第 11 条 入札者は、 その提出し た入札書の書換え、 引換え又は撤回をするこ と ができ ない。  

（ 入札の取り やめ等）  

第 12 条 辞退等により 入札参加者が１ 者と なっ たと き は、 入札の執行を 取り やめる。 （ ただし 、 入

札参加者がその事実を 察知でき ない入札方式の場合は除く 。 ）    

２  入札参加者が連合し 、 又は不穏の行動を なす等の場合において、 談合等の疑いを県が排除でき

ないと き は、 当該入札参加者を入札に参加さ せず、 又は入札の執行を延期し 、 若し く は取り やめ

るこ と がある。 また、 こ の場合において入札執行後であっ ても 、 入札を 無効にするこ と がある。  

３  開札前において、 天災、 地変その他やむを 得ない事由が生じ たと き は、 入札の執行を延期し 、

若し く は取り やめるこ と がある。  

（ 開札）  

第 13 条 開札は、 入札の場所において、 入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行う 。  

２  前項の場合において、 入札者が立ち会わないと き は、 当該入札事務に関係のない県職員を 立ち

会わせて行う 。  

（ 入札の無効）  

第 14 条 次の各号のいずれかに該当する入札は、 無効と する。  

( 1)  入札参加者の資格を有し ない者のし た入札 

( 2)  所定の日時までに所定の入札保証金を 納付又は入札保証金の納付に代わる担保を 提供し ない

者のし た入札 

( 3)  所定の日時までに所定の場所に持参し ない入札。 ただし 、 第 10 条第４ 項の規定に基づき 郵

便による入札を行う 場合は、 入札日の前日までに到達し なかっ た入札 

( 4)  入札に際し て連合等による不正行為があっ た入札 

( 5)  同一事項の入札に対し ２ 以上の意志表示を し た入札 

( 6)  他人の代理を 兼ね又は２ 以上の代理を し た者の入札 

( 7)  委任状を 持参し ない代理人のし た入札 



( 8)  記名のない入札 

( 9)  入札書の記載事項が確認でき ない入札 

( 10)  入札の金額の表示を改ざんし 、 又は訂正し た入札 

( 11)  入札書に添付し て提出するこ と が求めら れる工事費等の内訳書を提出し ない者又は不備のあ

る 工事費等の内訳書を 提出し た者のし た入札 

( 12)  その他契約担当者があら かじ め指示し た事項に違反し た入札 

（ 落札者）  

第 15 条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも っ て入札を し た者を 落札者と する。  

２  前項の規定にかかわら ず、 工事又は製造その他についての請負の契約を 締結し よう と する場合

において、 予定価格の制限の範囲内で最低の価格を も っ て入札をし た者の当該入札価格によっ て

はその者により 当該契約の内容に適合し た履行がなさ れないおそれがあると 認めら れると き 、 又

はその者と 契約を 締結する こ と が公正な取引の秩序を 乱すこ と と なるおそれがあっ て著し く 不適

当であると 認めら れると き は、 その者を落札者と せず、 予定価格の制限の範囲内の価格をも っ て

入札を し た他の者のう ち、 最低の価格をも っ て入札を し た者を 落札者と するこ と がある。  

３  第１ 項の規定にかかわら ず、 工事又は製造その他についての請負の契約を 締結し よう と する場

合において、 当該契約の内容に適合し た履行を 確保するため、 特に必要があると 認めてあら かじ

め最低制限価格を 設けたと き は、 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも っ て入札を し た者を

落札者と せず、 予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格を も っ て入札をし た者

のう ち、 最低の価格を も っ て入札をし た者を落札者と する 。  

（ 再度入札）  

第 16 条 開札を し た場合において、 落札者と すべき 入札がないと き は、 直ちに又は日時を定めて、

再度の入札を 行う こ と ができ る。  

２  次の各号のいずれかに該当する入札を し た者は、 再度入札に参加するこ と ができ ない。  

 ( 1)  第 14 条第１ 号から 第７ 号までに該当する入札 

 ( 2)  前条第２ 項の規定により 落札者と さ れなかっ た入札 

 ( 3)  前条第３ 項の規定による最低制限価格を 下回っ た入札 

（ 再度入札の入札保証金）  

第 17 条 前条の規定により 再度入札を する 場合においては、 初度の入札に対する入札保証金の納付

（ 入札保証金の納付に代えて提供さ れた担保を 含む。 ） を も っ て再度入札における入札保証金の

納付があっ たも のと みなす。  

（ く じ による落札者の決定）  

第 18 条 落札と なるべき 同価の入札を し た者が２ 人以上あると き は、 直ちに、 当該入札者にく じ を

引かせて落札者を 決定する 。  

２  前項の場合において、 当該入札者のう ちく じ を 引かない者又は当該入札に立ち会わずく じ を 引

く こ と ができ ない者がある と き は、 こ れに代えて、 当該入札事務に関係のない県職員がく じ を引

く も のと する。  

（ 入札結果の通知）  



第 19 条 開札を し た場合において、 落札者があると き は、 その者の氏名（ 法人の場合は、 その名

称） 及び金額を、 落札者がないと き にはその旨を 、 開札に立ち会っ た入札者に直ちに口頭で知ら

せる。 こ の場合において、 落札者と なっ た者が開札に立ち 会わなかっ たと き には、 その者に落札

者と なっ た旨を通知する。  

（ 契約書の作成）  

第 20 条 契約書を作成する場合においては、 落札者は、 県から 交付さ れた契約書に記名押印し 、 落

札者と なっ た旨の通知を受けた日から 起算し て７ 日以内に、 県に提出し なければなら ない。 ただ

し 、 県において必要がある と き は、 提出期限を 変更するこ と がある。  

２  落札者が前項の期間内に契約書を 提出し ないと き は、 落札はその効力を 失う こ と がある。  

（ 契約書の作成の省略）  

第 21 条 契約書の作成を省略する場合は、 あら かじ め指名通知書又は入札公告において指示する。  

２  前項の場合においては、 落札者は、 落札者と なっ た旨の通知を 受けた日から 起算し て７ 日以内

に、 請書又はこ れに類する 書類を 県に提出し なければなら ない。 ただし 、 県において必要がある

と き は、 提出期限を変更するこ と がある。  

（ 契約の確定）  

第 22 条 契約書を作成する契約にあっ ては、 当該契約は、 契約担当者が落札者と と も に契約書に記

名押印し たと き に確定する 。  

２  契約を締結するまでの間に、 落札者が愛知県建設工事等指名停止取扱要領の別表各号に掲げる

措置要件のいずれかに該当するこ と が明ら かになっ た場合、 又は「 愛知県が行う 事務及び事業か

ら の暴力団排除に関する合意書」 に掲げる排除措置の対象と なる法人等のいずれかに該当するこ

と が明ら かになっ た場合は、 契約を締結し ないこ と がある 。 こ の場合、 県は一切の損害賠償の責

を 負わない。  

（ 入札保証金等の返還）  

第 23 条 入札保証金（ 入札保証金の納付に代えて提出さ れた担保を 含む。 以下本条において同

じ 。 ） は、 入札終了後直ち にこ れを還付する。 ただし 、 落札者に対し ては、 契約を 締結し たと き

に還付する。  

２  入札保証金の還付を 受ける場合においては、 領収証書等を 出納員（ 流域下水道事業にあっ ては

企業出納員） に提出するも のと する。  

３  第１ 項ただし 書の規定にかかわら ず、 落札者から 申出があっ たと き は、 当該入札保証金を 契約

保証金に充当する こ と ができ る。  

（ 入札保証金に対する利息）  

第 24 条 入札保証金を 納付し た者は、 入札保証金を 納付し た日から その返還を 受ける日までの期間

に対する利息の支払を 請求するこ と ができ ない。  

（ 入札保証金の没収）  

第 25 条 入札保証金を 納付さ せた場合において、 落札者が契約を締結し ないと き は、 当該落札者の

納付に係る 入札保証金（ 入札保証金の納付に代えて提供さ れた担保を 含む。 ） は、 県に帰属する 。  

（ 議会の議決を 経なければなら ない契約）  



第 26 条 工事又は製造の請負で、 議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（ 昭和 39 年愛知県条例第 29 条） の定めると こ ろにより 議会の議決に付すべき も のについては、

愛知県議会の議決を経たう え、 契約を 確定する。  

２  議会の議決を 得るまでの間に、 請負者が愛知県建設工事等指名停止取扱要領の別表各号に掲げ

る措置要件のいずれかに該当するこ と が明ら かになっ た場合、 又は「 愛知県が行う 事務及び事業

から の暴力団排除に関する 合意書」 に掲げる排除措置の対象と なる法人等のいずれかに該当する

こ と が明ら かになっ た場合は、 仮契約を解除し 、 本契約を 締結し ないこ と がある。 こ の場合、 愛

知県は一切の損害賠償の責を 負わない。  

（ 電子入札）  

第 27 条 愛知県電子入札システムを利用し た入札を 行う 場合の取扱いは、 建設工事等電子入札実施

要領の規定を 優先するも のと する。  



別記様式１ （ 入札書）  

入 札 書         

元号  年  月  日  

 愛 知 県 知 事 殿                 

 （ 愛知県公営企業管理者企業庁長）  

 （             所長）  

入札者  住   所 

     氏   名           

   （ 名称及び代表者氏名）   

愛知県建設工事関係入札者心得書承諾の上、 下記のと おり 入札し ます。  

記 

 

 

 

 
ただし 、 下記工事の請負金（ 下記委託業務の受託料）  

１  工 事 名        

 （ 委託業務名）                                   

２  路 線 等 の 名 称                                         

３  工 事 場 所        

 （ 納 入 場 所 ）        

  （ 業務の場所）                                   

（ 注） １  用紙の大き さ は日本産業規格Ａ ４ と する。  

   ２  路線等の名称は必要がないと き は記入し ないこ と 。  

   ３  金額の数字はアラ ビア数字を用い頭に金を 記入のこ と 。  

   ４  物件の買入契約にあっ ては、 様式中「 ただし 、 下記工事の請負金」 を「 ただし 、 下記物

件の供給代金」 に、 「 工事名」 を 「 物件名」 に、 「 工事場所」 を「 納入場所」 にそれぞれ

改めて使用するこ と 。  

 

別記様式１ （ 封筒）  

（ 表）  

愛 知 県 知 事 殿                 

（ 愛知県公営企業管理者企業庁長）  

（             所長）  

工 事 名       

（ 委託業務名）  

路線等の名称 

工 事 場 所       

（ 納 入 場 所     ）  

（ 業務の場所）  

入 札 書 在 中           

（ 注） 物件の買入契約にあっ ては、 「 工事名」 を 「 物件名」 に、 「 工事場所」 を 「 納入場所」 にそ

れぞれ改めて使用する こ と 。  

（ 裏）  

 

    入 札 者  住   所 

 

           氏   名 

 

           （ 名称及び代表者氏名）  

 

  

  

 

拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円 

          



別記様式２ （ 入札辞退届）  

 

入 札 辞 退 届           

元号  年  月  日  

 愛 知 県 知 事 殿                 

 （ 愛知県公営企業管理者企業庁長）  

 （             所長）  

入札者  住   所 

     氏   名           

   （ 名称及び代表者氏名）  

 

下記について指名を受けまし たが、 入札を 辞退し ます。  

記 

１  工 事 名        

 （ 委託業務名）                                   

２  路 線 等 の 名 称                                         

３  工 事 場 所        

 （ 納 入 場 所 ）        

  （ 業務の場所）                                   

４  辞 退 理 由                                         

（ 注） １  用紙の大き さ は日本産業規格Ａ ４ と する。  

   ２  路線等の名称は必要がないと き は記入し ないこ と 。  

 

別記様式３ （ 表封筒）  

          （ 表）                    （ 裏）  

 

          □□□－□□□□ 

 

         
 

 
 

入

札

者

 

  
 

 
 

 

住

所

 

  
 

 
 

 

氏

名

 

  
 

 
 

 
 

䥹

名

称

及

び

代

表

者

名

䥺

 

 

当

該

入

札

を

実

施

す

る

執

行

機

関

の

 

 

住

所

及

び

名

称

 

  
 

 
 

䥹

愛

知

県

○

○

局

○

○

課

䥺

 

  
 

 
 

䥹

愛

知

県

○

○

事

務

所

䥺

 

  
 

○

○

担

当

御

中

 

   
 

 
 

 
 

入

札

書

在

中

 

 （ 注） 「 親展」 及び「 入札書在中」 の記載は、 朱書き によるこ と 。  

 

親 
 

展 



 

 

 

 

入   札   書 
 

令和    年  月  日 

 

国際芸術祭「 あいち」 組織委員会 

 会 長  大 林  剛 郎  様 

 

            入札者  住 所 

 

                 氏 名              

（ 名称及び代表者氏名）  

 下記のと おり 入札し ます。  

記 

 

千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円 

        

 

   ただし 、 国際芸術祭「 あいち 2022」 に係る国島株式会社倉庫の展示作品ディ スプ

レ イ 業務 

 

 

 

 

 

※１  用紙の大き さ は日本産業規格Ａ ４ と する。  

※２  金額の数字はアラ ビア数字を 用い頭に金を 記入のこ と 。  

※３  落札決定に当たっ ては、 入札書に記載さ れた金額に当該金額の 100 分の 10 相当 

  する額を 加算し た金額（ 当該金額に１ 円未満の端数があると き は、 その端数金額を

切り 捨てた金額） を も っ て落札価格と するので、 入札者は、 消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを 問わず、 見積も っ た契約希望金額

の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載するこ と 。  



 

 

 

 

封筒の書式 

（ 表）  

 

 

 

（ 裏）  

 

 

 

 国際芸術祭「 あいち」 組織委員会 

会長 大林剛郎 様 

   

  令和４ 年６ 月 10 日開札 

   調達内容 

国際芸術祭「 あいち 2022」 に係る国島株式会社倉庫の展示作品 

ディ スプレイ 業務 

入  札  者 

          所在地 

          氏  名 

          （ 名称及び代表者氏名）  

朱書 

すること 


